
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
六
年
八
月
五
日
提
出

質

問

第

五

二

号

「
米
軍
家
族
住
宅
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

52



「
米
軍
家
族
住
宅
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
三
年
七
月
、
外
務
省
・
防
衛
施
設
庁
は
、
米
側
と
神
奈
川
県
横
浜
市
内
の
四
ヶ
所
の
米
軍
基
地
の
返
還
の
見
返
り
と

し
て
根
岸
住
宅
地
区
の
代
わ
り
の
約
四
〇
〇
戸
お
よ
び
横
須
賀
基
地
関
係
で
不
足
し
て
い
る
と
さ
れ
る
約
四
〇
〇
戸
、
合
わ
せ

て
約
八
〇
〇
戸
の
米
軍
家
族
住
宅
を
池
子
住
宅
地
区
お
よ
び
海
軍
補
助
施
設
の
横
浜
市
部
分
に
建
設
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
四
年
の
防
衛
施
設
庁
お
よ
び
神
奈
川
県
と
逗
子
市
に
よ
る
「
三
者
合
意
」
を
踏
み
に
じ
り
、
池
子
の

森
の
横
浜
市
域
に
建
設
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
問
題
が
多
い
。

よ
っ
て
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
。

一

横
浜
・
横
須
賀
地
区
に
お
け
る
米
軍
家
族
住
宅
の
中
で
、
基
地
内
に
お
け
る
居
住
者
専
用
住
宅
数
、
同
じ
く
基
地
外
に
お

け
る
民
間
借
り
上
げ
住
宅
数
、
単
身
赴
任
者
用
の
基
地
内
の
隊
舎
の
住
居
数
、
同
じ
く
基
地
外
に
お
け
る
民
間
借
り
上
げ
住

宅
数
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
が
十
分
な
数
と
考
え
て
い
る
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

横
浜
・
横
須
賀
地
区
を
含
む
神
奈
川
県
に
お
け
る
米
軍
家
族
住
宅
の
中
で
、
基
地
内
に
お
け
る
居
住
者
専
用
住
宅
数
、
同

じ
く
基
地
外
に
お
け
る
民
間
借
り
上
げ
住
宅
数
、
単
身
赴
任
者
用
の
基
地
内
の
隊
舎
の
住
居
数
、
同
じ
く
基
地
外
に
お
け
る

民
間
借
り
上
げ
住
宅
数
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
が
十
分
な
数
と
考
え
て
い
る
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ

一



た
い
。

三

神
奈
川
県
池
子
住
宅
地
区
の
横
浜
市
部
分
に
建
設
予
定
の
約
八
〇
〇
戸
の
米
軍
家
族
住
宅
の
う
ち
、
約
四
〇
〇
戸
の
必
要

性
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
の
「
神
奈
川
県
に
お
け
る
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
の
整
理
等
に
関
す
る
第
二
回
施

設
調
整
部
会
」
に
お
い
て
、
米
国
側
か
ら
「
神
奈
川
県
に
お
け
る
在
日
米
海
軍
の
住
宅
不
足
は
従
来
よ
り
深
刻
な
状
況
」
と

発
言
さ
れ
た
こ
と
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）

米
側
か
ら
の
「
住
宅
不
足
は
従
来
よ
り
深
刻
な
状
況
」
と
い
う
説
明
を
了
承
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ど
の
よ
う
な
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
四
〇
〇
戸
と
な
っ
た
の
か
具
体
的
に
示
せ
。

四

防
衛
施
設
庁
の
説
明
に
よ
る
と
、
基
地
外
の
借
り
上
げ
住
宅
に
居
住
す
る
米
軍
家
族
は
、
基
地
内
の
米
軍
家
族
住
宅
を
要

望
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
米
側
は
「
不
足
数
」
に
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
地
外
の
借
り
上
げ
住
宅
は
米
軍
が

家
賃
等
を
支
払
っ
て
お
り
、
加
え
て
日
本
の
民
間
企
業
で
も
い
わ
ゆ
る
社
宅
以
外
に
民
間
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室

を
「
借
り
上
げ
住
宅
」
と
す
る
場
合
は
、
社
宅
と
同
じ
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
一
般
常
識
的
に
は
基
地

外
の
「
借
り
上
げ
住
宅
」
も
米
軍
家
族
住
宅
と
見
な
し
、
「
不
足
数
」
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
米
側
の
不
足

数
を
鵜
呑
み
に
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


